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自己資本比率規制における
規制基準についての一考察

――地銀における国際統一基準と国内基準の並存の問題点について――

〔要　　　旨〕

１　わが国の自己資本比率規制は，海外拠点の有無により国際統一基準と国内基準の２本立

ての枠組みとなっている。今次の金融危機発生を受けて自己資本比率規制に関する改善案

や補完的な規制案などが提唱されているなか，この２本立ての枠組みについて，改めて評

価し直すことは意義があると考える。

２　まず，国際統一基準と国内基準についての現状を説明し，要求される水準のほか算出方

法も相違していることを明らかにし，これまでの経緯も説明する。次に，規制としての包

括性の観点から想定される問題点を指摘し，以下の検討すべき仮説を提示する。

＜仮説＞　自己資本比率規制を海外拠点の有無によって国際統一基準と国内基準に分け

ている現状は，本来ならば国際統一基準が適用されるべき銀行にまで規制の緩

い国内基準が適用されるような状況に陥る可能性がある。そして，規制の裁定

とも言うべき銀行の行動すなわち規制の緩い国内基準を選択する銀行の行動も

起こりうる。

３　上記の仮説を，地銀を対象にして検証する。検証は，①国際業務利益の業務純益に占め

る比率，②Tier1比率，③バーゼルⅡにおけるリスク計測方法(中間段階)の導入状況，④マ

ーケットによる評価の各観点からの両基準行の比較，ならびに⑤基準変更時の格下げ状況

の調査によって行う。

４　検証結果は，地銀において，海外拠点の有無によって規制基準を分ける意味は薄れてい

る可能性および本来ならば国際統一基準が適用されても良い国内基準行が存在している可

能性が指摘できるものであった。また，信用力が低下した地銀が規制の緩い国内基準を選

択する行動すなわち規制の裁定につながる行動についても完全には否定できない結果であ

った。したがって，上記の仮説は一定の範囲で支持されたと言える。
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わが国の自己資本比率規制は，海外拠点

の有無により国際統一基準と国内基準の２

本立ての枠組みとなっており，これは日本

独特である。
（注１）

この日本独特の枠組みの問題

点を明らかにすることを本稿の目的とす

る。

自己資本比率規制は，これまで金融監督

行政の中核と位置づけられてきた。しかし，

自己資本比率規制については，景気変動幅

の拡大を起こすプロシクリカリティーをは

じめとする問題点が従来から指摘されてき

た。本
（注２）

年４月にロンドンで開催されたG20

金融サミットにおいても，今次の金融危機

発生の原因に金融監督の失敗が挙げられ，

自己資本比率規制に関する改善案や補完的

な規制案などが提唱された。
（注３）

今後様々な検

討がなされ，新たな規制が実施されていく

ことであろう。

このような動きのなか，従来から海外拠

点の有無によりダブルスタンダードをとっ

てきた日本独特の自己資本比率規制を，改

めて評価し直すことは意義があると考え

る。

本稿では，まず，国際統一基準と国内基

準についての現状とこれまでの経緯を説明

し，次に，想定される問題点を挙げ，地方

銀行（以下「地銀」という）を対象にした

実証的な検証を試みる。最後に結果をまと

めることとしたい。

（注１）氷見野（2005）参照。
（注２）自己資本比率規制の問題点については，清
水（2007）が詳しい。また，自己資本比率規制
（バーゼルⅡ）が有するプロシクリカリティーの
可能性については，Kashyap and Stein
（2004）が詳しい。なお，プロシクリカリティー
とは，具体的には，景気後退期には，貸倒れ等
のダウンサイド・リスク増加に対応して所要自
己資本が上昇するため銀行貸出減少などが起こ
り，更なる景気後退への圧力がかかる一方，景
気拡大期には，その逆の現象が起こり，更なる
景気拡大への圧力がかかることを言う。

（注３）G-20（2009）参照。

（１） 現状

銀行法等により，海外拠点（より厳密に
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は，海外支店あるいは議決権50％超を保有す

る海外現地法人）
（注４）

を設置している銀行には，

国際統一基準が適用されることになってい

る一方，海外拠点を設置していない銀行に

は，国内基準が適用されることになってい

る。なお，これらの２つの基準の違いを示

すと，第１表のとおりである。

求められる自己資本比率の水準は，国際

統一基準では８％で国内基準では４％であ

り，その算出方法すなわちその他有価証券

の評価損益の取扱いやマーケットリスク相

当額のリスク資産への算入の取扱いも異な

る。

なお，Tier1（自己資本のなかの基本的項

目）の算出方法は，国際統一基準と国内基

準で差異はなかったが，昨年末，2008年12

月期～2012年３月期までの時限措置とし

て，国際統一基準では国債等の評価損益は

反映しないことになり，国内基準ではその

他有価証券のすべての評価損益を反映しな

いこととなった。
（注５）

この時

限措置は，昨夏のリーマ

ンショック後の株式市場

急落を受けて，自己資本

比率低下が貸出減少につ

ながるような事態を回避

することを目指したもの

であるが，これによって，

国内基準行の自己資本比

率は，2012年３月期（2011

年度）まではマーケット

（相場）の変動から影響を

受けないことになった。

（注４）なお，海外駐在員事務所は，海外拠点には
定義されず，海外駐在員事務所のみを有する場
合は，国際統一基準ではなく国内基準が適用さ
れる。

（注５）この点については，石村（2009）が詳しい。

（２） これまでの経緯

（1）で述べたとおり，国際統一基準行と

国内基準行では，表面的な自己資本比率の

目標値の相違のみならず，その算出方法も

相違している。

自己資本比率規制に法的な根拠が与えら

れた1992年度以降の全銀行（都銀，長信銀，

信託銀，地銀，第二地銀）における国際統

一基準行と国内基準行のそれぞれの銀行数

の推移は第２表のとおりであり，これまで

の推移を，佐藤（2003，2007）および氷見

野（2005）に従い，整理すると以下のよう

になる。

①　1954年に，自己資本充実の観点から，

通達により自己資本比率を10％とする

目標が定められたが，多くの銀行にと

国際統一基準 項目 国内基準 

８％ ４％ 求められる自己資 
本比率水準 

評価益：４５％をＴｉｅｒ２ 
（補完的項目）に算入 

評価損：約６０％をＴｉｅｒ１ 
（基本的項目）から控除 

国債等の評価益， 評価損の 
いずれも反映せず。 
株式・社債等は以下のとおり。 
評価益：４５％をＴｉｅｒ２に算入 
評価損：約６０％をＴｉｅｒ１から 

控除 

一定の要件（特定取引勘定の資 
産および負債の合計額が１０００億 
円未満など）を満たした場合, 
算入しないことができる。 

評価益：反映せず 
評価損：約６０％をTier１ 

（基本的項目）から控除 

評価益， 評価損のいずれも反 
映せず。 

算入しないことができる。 

その他有価証券の 
評価損益の取扱い 

２００８年１２月期～ 
２０１２年３月期まで 
の時限措置 

マーケットリスク相 
当額のリスク資産 
（自己資本比率算出 
式の分母）への算入 
の取扱い 

第１表　国際統一基準と国内基準の相違点 

資料　石村（２００９）および全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』（平成１９年度）より作成 
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ってこの目標に到達することは難しか

った。その後，1981年には，通達によ

り，銀行が健全経営の確保に努める際

に留意すべき経営諸比率のひとつとし

て自己資本比率（基本的に貸借対照表

から総資産に対する自己資本の比率を算

出するもの）が挙げられ，この比率を

目標である10％以上とする指導が行わ

れるようになった。しかし，この水準

での目標到達は容易ではなかったこと

もあり，1986年に４％の目標に改めら

れた。
（注６）

②　1988年，バーゼル合意により国際統

一基準が定められると，通達改正が行

われ，国際統一基準と国内基準（1986

年に定められた４％以上を目標とする自

己資本比率規制）の通達に基づく２本

立ての規制体系に移行した。
（注７）

③　1992年の銀行法改正によって，自己

資本比率規制は明確な法的根拠を持つ

制度となったが，目標値（国際統一基準

８％，国内基準４％）の未達成の場合の

具体的な影響等は明示されなかった。

④　1996年の金融機関健全性確保法の成

立によって，銀行法26条が改正され，

早期是正措置の根拠規定が置かれた。

これにより，従来は，海外拠点を有し

ない銀行にも国際統一基準の適用を選

択することを認めていたが，1997年度

（98年３月期）以降は海外拠点を有しな

い銀行には国内基準を適用することと

した。
（注８）

このため，国際統一基準行は半

減した。

⑤　1998年度（99年３月期）より，早期

是正措置が実施され，国内基準の対象

が協同組織金融機関にも広がった。こ

の措置により，従来は総資産とされて

いた国内基準の分母が，国際統一基準

と同様にリスク加重資産に変更され

た。また，従来は，国際統一基準は連

結ベース，国内基準は単体ベースとさ

れていた自己資本比率を，国際統一基

準，国内基準のいずれにおいても，連

結ベースと単体ベースの両方から規制

を受けるように変更された。

以上の整理から，わが国の自己資本比率

規制における国際統一基準と国内基準の２

本立ては，主にバーゼル合意という国際的
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（単位　行）

９２年度 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

００ 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

資料　全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』（各年度）よ
り作成  

（注）　海外支店設置行数には， 海外現地法人のみを設置し
ている銀行は含めない。 

第2表　国際統一基準行と国内基準行の推移 
（全銀行）　　　　　　　　　 

９０ 

８９ 

８９ 

８６ 

８２ 

４５ 

３４ 

２７ 

２６ 

２１ 

１７ 

１６ 

１６ 

１５ 

１５ 

１４ 

 

国際統一 
基準行数 

６１ 

６１ 

６１ 

６３ 

６６ 

１００ 

１０７ 

１１２ 

１１３ 

１１５ 

１１７ 

１１４ 

１１２ 

１１０ 

１０９ 

１０９ 

国内基準 
行数　　 

１５１ 

１５０ 

１５０ 

１４９ 

１４８ 

１４５ 

１４１ 

１３９ 

１３９ 

１３６ 

１３４ 

１３０ 

１２８ 

１２５ 

１２４ 

１２３ 

合計 

５４ 

５３ 

５２ 

５３ 

５０ 

４３ 

３３ 

２４ 

２４ 

１９ 

１５ 

１４ 

１４ 

１３ 

１３ 

１３ 

海外支店 
設置行数 



した場合，Comprehensive（包括的）の点

で，問題があると考える。

上記１（2）で概観したとおり，わが国の

監督当局は，自己資本比率規制の包括性を

向上させるため，国内基準の算出方法を国

際統一基準と平仄を合わせたものにするな

どの政策対応を行ってきたが，現在でも，

海外拠点の有無により，上記１（1）で示し

たとおりの相違が存在している。

そもそも，クロス・ボーダーの金融取引

が容易になった現在においても，海外拠点

の有無による基準の区分は意味を持つので

あろうか。同程度のリスクテイクを行って

いる銀行のなかで，国際統一基準行と国内

基準行が混在している状況になっていない

だろうか。別言すれば，国際統一基準が本

来ならば適用されるべき銀行にまで，規制

の緩い国内基準が適用されるような状況に

なっていないだろうか。

さらに，上記１（1）で示した相違がいわ

ゆる「抜け穴」として利用されるならば，

規制が強化されればされるほど規制対象先

である銀行が厳しい規制から緩やかな規制

に移動する状況が起こり得ることも否定で

きないだろう。規制対象先である銀行が厳

しい規制から緩やかな規制に移動する状況

は，別な表現を使うならば，regulatory

arbitrage（規制の裁定）とも表現できるだ

ろう。
（注10）

わが国の自己資本比率規制における

規制基準の２本立ての枠組みは，規制の

「抜け穴」を利用して規制の緩い国内基準

をあえて適用しようとする行動につながる

枠組みとされる懸念はないのであろうか。
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圧力への対処により生じたものと推定され

る。その後，早期是正措置導入により，自

己資本比率規制が金融監督の中心として位

置づけられ，国際統一基準と国内基準の算

出方法などの整合性が図られながらも，２

本立ての規制基準は存続されてきたと解釈

できよう。

（注６）堀内（1998）は，普通銀行の自己資本比率
の平均値は1970年代なかばまで６％台にとどま
り，それ以降漸次低下し1980年代には４％以下
に低下していた事実を説明したうえで，４％を
目標にするよう改めた1986年における大蔵省の
指導を，「規制の実効性を高め強化するためより
も，むしろ大蔵省の自己資本に対する要求水準
を低めることで行政指導をより現実的なものに
した」対応だったと指摘している。

（注７）佐藤（2007）は，｢バーゼル合意を，日本
の銀行のオーバープレゼンスに歯止めをかけよ
うとする国際的圧力と捉える向きもあった中，
わが国におけるバーゼルⅠの国内適用は，当初，
国際基準行のみを対象とし，国際合意された内
容のみを忠実に実施する，というミニマム・ス
タンダードであった｣と説明している。

（注８）第２表において，1997年度以降も，国際統
一基準行数と海外店設置行数が一致しないのは，
海外支店は設置していないが海外現地法人は設
置している銀行が国際統一基準行数に含まれて
いることによる。

Rajan（2009）は，今次の金融危機を踏

まえたうえで，｢The three Cs（３つの

C）｣すなわち｢Comprehensive（包括的），

Contingent（状況依存的），Cost-effective

（低コスト）」を，今後の金融規制を評価す

るポイントとして説明している。
（注９）

この考え

方に従って，わが国の自己資本比率規制に

おける規制基準の２本立ての枠組みを評価

２　想定される問題点と

検証すべき仮説
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以上の問題意識から，検証すべき仮説は次

のようにまとめられよう。

＜仮説＞　自己資本比率規制を海外拠点

の有無によって国際統一基準と

国内基準に分けている現状は，

本来ならば国際統一基準が適用

されるべき銀行にまで規制の緩

い国内基準が適用されるような

状況に陥る可能性がある。そし

て，規制の裁定とも言うべき銀

行の行動すなわち規制の緩い国

内基準を選択する銀行の行動も

起こりうる。

（注９）西村（2009）は，Comprehensive（包括的）
な規制を「抜け穴の無い規制」，Contingent
（状況依存的）な規制を好況期には厳しく景気後
退期には緩くなる規制であると説明し，Cost-
effective（低コスト）とは，規制効果が同一な
らば低コストの方法をとるべきという基準だと
説明している。さらに，西村（2009）は，
Rajan（2009）のこの考え方を，今後の金融規
制のあり方についての様々な提案を吟味する際
の評価ポイントになると評価している。

（注10）regulatory arbitrageの代表的な例として
は，銀行が証券化などを使って規制資本上のリ
スクアセットを削減する行動が挙げられる
（Jones（2000）参照）。

上記２で示した仮説を，同一業態内で国

際統一基準行と国内基準行が混在している

地銀（国有化された足利銀行は除く）（第３

表）を対象にして，
（注11）

以下の方法で検証する

こととしたい。

まず，海外拠点の有無の代理変数として，

業務純益に占める国際業務利益の比率を採

用し，07年度（08年３月期）において，こ

の比率の大きさが国際統一基準行と国内基

準行とで違いがあるかを調べる。これは，

海外拠点を有する銀行は，そうでない銀行

よりも国際業務利益の占める比率が大きい

という推定を前提とした検証である。国際

統一基準行と国内基準行とであまり違いが

ないとすれば，海外拠点の有無は業務純益

に占める国際業務利益の比率には関係しな

いと解釈できる。そして，銀行にとって，

海外拠点の有無は国際業務を実施するうえ

であまり意味を持たず，海外拠点の有無を

規制基準とする自己資本比率も国際業務を

行うことに限ればあまり意味を持たなくな

ると言えるだろう。つまり，国際業務を実

施するために海外拠点を持つことにそれほ
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（単位　行）

９２年度 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

００ 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

資料　第２表に同じ 
（注）　第２表に同じ 

第3表　地銀における国際統一基準行と 
      国内基準行の推移　　　　 

５６ 

５６ 

５６ 

５４ 

５２ 

２６ 

１８ 

１４ 

１４ 

１２ 

１０ 

９ 

９ 

９ 

９ 

８ 

国際統一 
基準行数 

８ 

８ 

８ 

１０ 

１２ 

３８ 

４６ 

５０ 

５０ 

５２ 

５４ 

５４ 

５４ 

５４ 

５４ 

５５ 

国内基準 
行数　　 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６４ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

合計 

２９ 

２９ 

２８ 

３０ 

２９ 

２４ 

１７ 

１３ 

１３ 

１１ 

９ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

海外支店 
設置行数 

３　検証方法
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ど大きな価値がなければ，あえて海外拠点

を持たず，国際統一基準行になる選択もと

らないという推定も可能であろう。なお，

各行の国際業務利益額は，『金融ビジネス』

（2008 SUMMER）から取得し，業務純益は，

『全国銀行財務諸表分析』（平成19年度）か

ら取得する。

次に，07年度（08年３月期）における国

際統一基準行と国内基準行の財務の健全

性・安定性の相違を同一尺度であるTier1

の比率で比較する。
（注12）

このTier1比率の水準

で違いがあまりないとするならば，海外拠

点の有無はTier1比率には影響しないこと

になる。そして，Tier1比率から見て，健

全性・安全性が同じレベルの銀行であるに

もかかわらず，一方は国際統一基準行で他

方は国内基準行であるという状況が存在し

ている可能性を指摘できる。なお，各行の

Tie r1比率は，『金融ビジネス』（2008

SUMMER）から取得する。

また，07年度（08年３月期）のバーゼル

Ⅱにおけるリスク計測手法（信用リスク計

測手法とオペレーショナルリスク計測手法）

の導入状況にかかる国際統一基準行と国内

基準行との差異を検証する。このリスク計

測手法は，自己資本比率を算出する際に使

用されるもので，信用リスク計測手法とオ

ペレーショナルリスク計測手法のいずれに

おいても，初期段階，中間段階，先進的段

階の３段階に分けられる。そして，中間段

階と先進的段階のリスク計測手法の使用に

ついては，各行のリスク管理高度化の発展

段階に応じて，監督当局が承認することに
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なっている。
（注13）

仮に差異がなければ，国際統

一基準行と国内基準行とでは，信用リスク

とオペレーショナルリスクの管理レベルで

違いがないことになるだろう。その場合，

監督当局がリスク管理レベルは同等である

と認めたにもかかわらず，一方では国際統

一基準が適用され，もう一方では国内基準

が適用される状況が示唆されるであろう。

なお，各行のリスク計測手法の導入状況は，

『全国銀行財務諸表分析』（平成19年度）か

ら取得する。

さらに，マーケット（市場）が，国際統

一基準行と国内基準行との違いをどのよう

に評価しているかについて，従業員１人あ

たりの時価総額および外部格付の観点から

検証する。前者は株式市場参加者の見方を

表すものと考えられ，後者は市場の評価に

一定の影響を与える格付会社の見方を表す

と考える。これらの見方が，国際統一基準

行と国内基準行との違いをそれほど重視し

ていないとすれば，マーケット（市場）に

おいては，海外拠点の有無を自己資本比率

規制の規制基準とすることに意味がないと

評価されていると解釈できるだろう。なお，

各行の時価総額と外部格付は，Bloomberg

より取得し，従業員数は『全国銀行財務諸

表分析』（平成19年度）から取得する。

最後に，早期是正措置導入後の1999年度

（00年３月期）以降に国際統一基準行から国

内基準行に移行した銀行９行を対象にし

て，移行した年度とその前年度の２期の外

部格付の格下げ状況を調査する。
（注14）

信用力低

下に伴う格下げが基準変更の実施に先行す
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るかあるいは同時に起こっているとした

ら，信用力が低下した銀行が，ハードルの

高い国際統一基準からハードルの低い国内

基準にシフトした可能性も考えられるであ

ろう。なお，各行の格下げ状況は，

Bloombergより取得する。

（注11）検証対象となる計数は，データの連続性を
考慮して単体ベースの計数を使用する。なお，
08年３月時点の地銀全体の連単倍率は，総資産
ベースは1.01倍で，当期純利益ベースは0.96倍で
あることから，連結ベースの計数を使用せず，
単体ベースの計数を用いることにそれほど問題
はないと考える。

（注12）上記１（1）でも述べたとおり，07年度（08
年３月期）においては，Tier1の算出方法は両基
準の間で差異はなかった。

（注13）バーゼルⅡにおけるリスク計測手法に関し
ては，樋渡（2009）が詳しい。

（注14）最も多い格付を提供するJCR社のデータが，
98年度（99年３月期）以降のみしか取得できな
かったため，対象期間を99年度（00年３月期）
以降とした。また，99年度（00年３月期）以降
に国際統一基準行から国内基準行に移行した銀
行は10行あるが，そのうち１行は，基準変更時
点で外部格付を取得していなかったので，対象
から除いた。

（１） 国際業務利益の業務純益に占める

比率の比較

08年３月期における国際業務利益の業務

純益に占める比率を国際統一基準行と国内

基準行とで比較すると，第４表のとおりと

なる。

平均値はむしろ国内基準行の方が高いこ

とや，国際統一基準行グループの最低値以

上の国内基準行数は38行で国内基準全行に

占める比率は69％であることから考えて，

業務純益に占める国際業務利益の比率は，

２つの基準行の間で差異はないと言えるだ

ろう。なお，平均値の差の検定（ｔ検定）

を実施してみても，２つの平均値が等しい

という仮説は棄却できなかった。

（２） Tier1比率の比較

08年３月期のTier1比率を国際統一基準

行と国内基準行とで比較すると，第５表の

とおりとなる。

Tier1比率の平均値は，国内基準行の方

が国際統一基準行よりも低いが，国内基準

行の４割近くが国際統一基準行の最低値よ
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４　検証結果

（単位　％）

最高値 

資料　国際業務部門利益は『金融ビジネス』２００８ ＳＵＭＭＥＲより， 
業務純益は全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』（平成１９年
度）より作成 

（注）１　足利銀行は対象から除く。 
２　符号がマイナスの場合はその絶対値を採用。 

第4表　国際統一基準行グループと国内基準行 
　　 グループの国際業務利益比率の比較 

（０８年３月期）　　　　　　 　  

業務純益のうち国際業務 
部門利益が占める比率 

標準 
偏差 

３４．４６ 国際統一基準行グループ 
（８行） 

８５８．２３ 

最低値 

５．３７ 

０．５７ 

平均値 

１４．８２ 

４３．９４ 

９．５２ 

１４９．８８ 国内基準行グループ 
（５５行） 

３８行（６９％） 

国際統一基準行グループ 
の最低値以上の国内基準 
行数（国内基準全行に占め 
る比率） 

 

１３．４２ 

１４．０７ 

９．０５ 

３．３８ 

１０．６２ 

８．８２ 

１．３２ 

２．２４ 

第5表　国際統一基準行グループと国内基準行 
　　　グループのＴｉｅｒ１比較（０８年３月期）　 

（単位　％）

最高値 

資料　『金融ビジネス』２００８ ＳＵＭＭＥＲより作成 
（注）　第４表に同じ。 

Tier1（基本的項目）の 
自己資本比率 

標準 
偏差 

国際統一基準行グループ 
（８行） 

最低値 平均値 

国内基準行グループ 
（５５行） 

２１行（３８％） 

国際統一基準行グループ 
の最低値以上の国内基準 
行数（国内基準全行に占め 
る比率） 
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りも高いTier1比率である。つまり，国内

基準行の４割近くは，財務の健全性・安全

性では，国際統一基準行と同じレベルであ

ると言えるだろう。

（３） バーゼルⅡにおけるリスク計測手法

（中間段階）の導入状況の比較

08年３月期時点で，監督当局の認可が必

要であるバーゼルⅡにおけるリスク計測手

法（中間段階）の導入状況を整理したのが，

第６表である。

国内基準行のうち44行は，信用リスク計

測手法もオペレーショナルリスク計測手法

のいずれも中間段階の認可は得ていないこ

とから，国内基準行ではリスク管理高度化

の発展段階が未だ途上にある銀行が多いこ

とが読み取れる。しかし，国内基準行の２

割にあたる11行は，信用リスク計測手法あ

るいはオペレーショナルリスク計測手法の

いずれかの中間段階の認可を得ており，国

際統一基準行と同等のリスク管理高度化の

発展段階に達していると監督当局から認め

られている。

（４） マーケットによる評価の比較

マーケットによる評価として，08年３月

末時点の従業員１人あたりの時価総額を国

際統一基準行と国内基準行とで比較する

と，第７表のとおりとなる。また，08年６

月末時点の
（注15）

外部格付水準を比較すると，第

８表のとおりとなる。

いずれの比較を見ても，平均値は国際統

一基準行が国内基準行を明らかに上回って

（単位　行）

信用リスク計測手法（中間段階） 
のみを導入 

オペレーショナルリスク計測手法 
（中間段階）のみを導入 

信用リスク計測手法（中間段階）と 
オペレーショナルリスク計測手法 
（中間段階）の両方を導入 

信用リスク計測手法（中間段階）と 
オペレーショナルリスク計測手法 
（中間段階）のいずれも未導入 

合計 

資料　全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』（平成１９年度）より
作成 

（注）　足利銀行は対象から除く。 

第6表　リスク計測手法（中間段階）の導入状況の 
比較（０８年３月期）　　　　　　　 

１ 

４ 

３ 

８ 

０ 

０ 

 
８ 

３ 

５５ 

４４ 

国際統一 
基準行数 

国内基準 
行数　　 

２０９ 

２１７ 

７２ 

２６ 

１１０ 

６３ 

４１．１１ 

３５．１４ 

第7表　国際統一基準行グループと国内基準行 
　　　　グループの時価評価比較（０８年３月末） 

（単位　百万円）

最高値 

資料　時価評価額はＢｌｏｏｍｂｅｒｇより, 従業員数は全国銀行協会『全
国銀行財務諸表分析』（平成１９年度）より作成 

（注）　足利銀行に加えて, 非上場の２行および持株会社の傘下銀行
の６行を除く。 

従業員１人あたりの時価 
総額 

標準 
偏差 

国際統一基準行グループ 
（７行） 

最低値 平均値 

国内基準行グループ 
（４８行） 

１３行（２７％） 

国際統一基準行グループ 
の最低値以上の国内基準 
行数（国内基準全行に占め 
る比率） 

 

AA格相当 

第8表　国際統一基準行グループと国内基準行 
　　　 グループの外部格付比較（０８年６月末） 

最高値 

資料　Bloombergより作成 
（注）１　足利銀行は対象から除く。 

２　外部格付は, 第１順位：JCR, 第２順位：R&I, 第３順位：Fitch
の順番で採用した。なお, 格付の水準に応じて以下のように
点数化し, 平均値を算出した。 

           （AA格相当：７, AA－格相当：６, A+格相当：５, A格相当：４, 
A－格相当：３, BBB＋格相当：２, BBB格相当：１, 無格付：０） 

外部格付水準 最低値 平均値 

２０行（３６％） 

国際統一基準行グループ 
の最低値以上の国内基準 
行数（国内基準全行に占め 
る比率） 

 AA格相当 A+格相当 

無格付 

AA－格相当 

A格相当 

国際統一基準行グループ 
（８行） 

国内基準行グループ 
（５５行） 
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務実施にはあまり制約にならないとい

う解釈ができる。

②　財務の健全性・安定性やリスク管理

高度化の状況では，一定数の国内基準

行は，国際統一基準行と同じレベルで

あり，マーケットによる評価も同様の

見方をしている。
（注16）

③　そして，国際統一基準から国内基準

に変更した銀行を対象にすると，その

直前（基準変更年度およびその前年度）

に格下げされたケースが多かった。

①からは，地銀においては，海外拠点の

有無によって規制基準を分ける意味は薄れ

ている可能性が指摘できるであろう。また，

②からは，少なくとも国際統一基準行並み

であると評価できる一定数の国内基準の地

銀にとっては，本来ならば国際統一基準を

適用されても良いことを考慮すれば，規制

内容が緩い国内基準の適用が規制の「抜け

穴」になる可能性が指摘できるであろう。

そして，③からは，信用力が低下した地銀

が規制の緩い国内基準を選択する行動すな

わち規制の裁定につながる行動が完全には

否定できないことを指摘できるであろう。

従って，この検証結果から，上記２で示し

た仮説は一定の範囲で支持されたと言え

る。

ところで，現在，金融規制のあり方につ

いて，様々な議論が行われており，多くの

規制案が提唱されているが，
（注17）

背景にある主

要な考え方としては，「外部不経済の内部

化」が指摘できよう。
（注18）

換言すれば，銀行が

過剰なリスクテイクを行った結果，金融シ
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いるが，国内基準行の３割程度は，国際統

一基準行グループの最低値以上となってい

る。
（注15）07年度（08年３月期）決算の結果を反映し
た格付水準を検証するため，08年６月末時点と
した。

（５） 基準変更時の格下げ状況

1999年度（00年３月期）～07年度（08年

３月期）で国際統一基準から国内基準に変

更した10行のうち，変更時点で外部格付を

取得している９行を対象にして，基準変更

年度とその前年度の２期における外部格付

の格下げ状況を調べると，外部格付の格下

げが，基準変更年度とその前年度の２期の

間で起きている銀行は９行のうち６行とな

っている。

信用力が低下し格下げされた銀行が国際

統一基準行から国内基準行に移行したとは

必ずしも言えないが，国際統一基準行から

国内基準行に移行した銀行のなかでは，移

行した年度とその前年度に格下げされた銀

行が多かったことは少なくとも指摘できる

であろう。

地域金融にとって重要な地位を占める地

銀という業態を対象にして行った上記４の

検証結果をまとめると，以下のようになる。

①　業務純益に占める国際業務利益の比

率を見ると，国際統一基準行と国内基

準行との間では，差異はないと言える。

このことは，海外拠点の有無は国際業

５　検証結果の考察
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ステム全体に悪影響を及ぼすシステミッ

ク・リスクを発生させた場合に，発生源と

なった銀行がその処理コストを負担しない

ような状況を回避するため，その処理コス

トに相当する合理的な対価を事前に銀行に

課すという考え方である。
（注19）

このような考え

方を実際に規制として適用させるために

は，今後解決すべき課題は多く残されてい

ると思われる。しかし，銀行の特性に影響

を与えるような中心的な金融規制がすべて

の銀行に対して包括的に機能していること

が，事前に銀行が負担すべき対価の水準を

合理的に決めるうえで，前提になると言え

るであろう。つまり，「外部不経済の内部

化」という考えを背景に持つ新規制案を実

効的なものにして，実施させていくために

は，少なくとも金融規制の中心である自己

資本比率規制を「抜け穴」のない包括的な

規制にしておく必要があるだろう。このた

めにも，海外拠点の有無による国際統一基

準と国内基準の並存は見直す価値はあると

考える。
（注16）Tier1比率，リスク計測手法（中間段階）
導入，時価評価，外部格付の４つの点から検証
されたが，このうち，すべての点で，国際統一
基準行並みであった国内基準行は２行で，３つ
の点で国際統一基準行並みであった国内基準行
は９行，２つの点で国際統一基準行並みであっ
た国内基準行は９行であった。

（注17）新しい規制案の概括と評価については，西
村（2009）を参照。

（注18）外部不経済とは，ある経済主体が他の経済
主体に対価を支払わずに損害を与えた状態を指
す。金融システム全体に悪影響を与えるシステ
ミック・リスクは，対価を支払わずに，直接取
引のない他の銀行などの経済主体に悪影響を与
えるので，外部不経済と言える。このような外
部不経済をその対価を支払うなどによって解決
することを外部不経済の内部化と呼ぶ（Stiglitz

（2000）参照）。
（注19）代表的な新規制案として，Kashyap，
Rajan and Stein（2008）による自己資本保険
あるいは，Morris and Shin（2008）および
Shin（2008）などによる流動性規制・レバレッ
ジ規制が主に挙げられるが，いずれの案もこの
考え方に依っている。

本稿は，わが国の自己資本比率規制にお

ける国際統一基準と国内基準の２本立ての

枠組みの問題点を明らかにすることを目的

とした。

まず，これまでの経緯と現状を概観し，

規制としての包括性に問題があることを想

定した。次に，地銀を対象にして検証を行

い，想定した問題点が一定の妥当性を持つ

ことを指摘した。

なお，本稿の検証結果からは，国際統一

基準と国内基準が並存する現状の枠組みを

見直す必要性が導出されるが，実際に見直

しに着手する際には，政策手順に十分留意

する必要があろう。
（注20）

今次の金融危機を受け

て多くの銀行がダメージを受けている現

状，まずは緊急的な対応による銀行経営の

安定化を最優先すべきと考える。

（注20）堀内（2004）参照。
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